
古
河
市
議
会
に
設
置
さ
れ
た

特
別
委
員
会
（
百
条
委
員
会
）

は
、
当
事
者
（
針
谷
力
議
員
）

を
除
く
全
市
議
27
名
の
委
員
で

構
成
（
倉
持
健
一
委
員
長
）
さ

れ
、
昨
年
９
月
か
ら
計
６
回
の

委
員
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

百
条
委
員
会
は
、
１
昨
年
解

散
し
た
公
益
財
団
法
人
古
河
市

体
育
協
会
と
針
谷
力
議
員
が
経

営
す
る
保
険
代
理
業
と
の
取
引

に
つ
い
て
と
、
２
０
１
３
年
12

月
の
「
提
灯
竿
も
み
ま
つ
り
」

へ
の
酒
差
し
入
れ
に
つ
い
て
、

解
明
を
求
め
る
目
的
で
市
議
会

に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

体
協
理
事
の
同

議

員

の

契

約

は

「
議
員
の
立
場
を

利
用
し
た
契
約
の

疑
い
。
議
員
の
信

用
に
か
か
わ
る
こ

と
」
、
ま
た
「
提

灯
竿
も
み
ま
つ
り

に
、
酒
の
差
し
入

れ
は
公
選
法
に
触
れ
る
」
問
題

と
し
て
、
１
月
19
日
に
証
人
尋

問
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

開
催
さ
れ
た
百
条
委
員
会
の

尋
問
で
、
秋
庭
繁
委
員
は
、
針

谷
力
証
人
に
「
保
険
契
約
問
題

と
体
協
を
使
っ
た
市
長
選
挙
」
、

落
合
康
之
委
員
が
「
酒
の
差
し

入
れ
の
件
」
、
生
沼
繁
委
員
が

「
一
連
の
新
聞
記
事
の
真
偽
」

に
つ
い
て
尋
問
し
ま
し
た
。

針
谷
力
証
人
は
「
保
険
契
約

は
、
間
違
い
な
い
。
仕
事
と
し

て
対
応
し
た
」
「
遊
説
隊
長
、

選
対
責
任
者
を
し
た
」
「
お
酒

の
差
し
入
れ
は
、
商
工
会
同
期

生
か
ら
働
き
か
け
で
同
意
し
た
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
公
職
選

挙
法
に
触
れ
る
行
為
。
自
分
の

認
識
が
甘
か
っ
た
」
と
、
反
省

も
含
め
た
証
言
を
し
ま
し
た
。

古
河
市
議
会
は
、
百
条
委

の
報
告
を
採
択
す
る
と
と
も
に
、

人
格
と
倫
理
の
欠
如
と
し
て
、

「
議
員
辞
職
勧
告
」
決
議
を
賛

成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

政
治
家
が
、
お
祭
り
へ

の
寄
附
や
差
し
入
れ
、
町
会
の

集
会
や
旅
行
等
の
催
し
物
へ
の

寸
志
・
飲
食
物
の
差
し
入
れ
、

お
中
元
・
お
歳
暮
、
入
学
祝
・

卒
業
祝
い
も
禁
止
で
す
。

さ
ら
に
、
結
婚
祝
い
や
香
典
、

葬
式
の
花
輪
・
供
花
、
病
気
見

舞
い
な
ど
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
。町

内
会
の
役
員
が
、
町
内
会

の
全
員
に
対
し
て
祭
り
の
寄
附

を
勧
誘
・
要
求
す
る
と
き
で
も

町
内
に
住
む
政
治
家
に
寄
付
を

勧
誘
・
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。

無
理
に
勧
誘
・
要
求
す
る
と

威
迫
行
為
と
し
て
、
罰
則
の
対

象
に
な
り
ま
す
。
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あ
き
ば
繁
の
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政
報
告

針
谷

力
議
員
に
「議
員
辞
職
勧
告
」決
議
を
採
択

百
条
委
「
公
選
法
違
反
」
と
指
摘

酒
差
し
入
れ
、
ダ
メ
で
す

市
議
会
議
員
と
し
て

人
格
と
倫
理
の
欠
如

政
治
家
の
寄
附
は
、
禁
止

保
険
契
約
と
酒
問
題

地方自治法第100条に基

づき、地方議会が設置す

る調査と個別委員会。自

治体の長や議員に疑惑や

不祥事が生じた場合、真

相を解明するために開く。

関係者の出頭や証言、

記録提出を請求する調査・

権限があり、通常よりも

大きな強制力を持つ。

正当な理由がなく証言

を拒否した場合は、禁固

刑や罰金刑がある。

100条調査権とは何か

古
河
市
議
会
は
、
「
体
育
協
会
の
関
連
当
事
者
と

の
取
引
等
に
つ
い
て
、
針
谷
力
議
員
の
関
与
を
調
べ

る
」
調
査
特
別
委
員
会
の
報
告
書
を
、
賛
成
多
数
で

採
択
し
た
。

つ
づ
い
て
、
同
議
員
の
提
灯
竿
も
み
ま
つ
り
へ
の
酒

差
し
入
れ
は
、
「公
職
選
挙
法
」に
触
れ
る
行
為
で
あ

り
、
自
ら
「議
員
辞
職
」を
促
す
決
議
も
採
択
し
た
。

政
治
家
に
寄
付
を
勧
誘
・
要
求
も
ダ
メ

証言拒否は、禁固・罰金刑



百
条
委
員
会
は
、
第

５
回
委
員
会
を
開
催
し
、

「
黒
川
議
員
の
議
会
に
対

す
る
侮
辱
発
言
や
問
題

行
動
に
対
す
る
真
偽
・

真
相
を
解
明
す
る
こ
と

を
目
的
」
と
し
て
、
黒

川
輝
男
議
員
に
対
す
る

証
人
尋
問
を
行
い
ま
し

た
。増

田
悟
委
員
長
は
、

冒
頭
に
会
議
録
署
名
委

員
の
選
出
、
４
人
の
証

人
尋
問
を
行
う
こ
と
を

報
告
し
ま
し
た
。

百
条
委
員
会
で
、
解

明
す
べ
き
問
題
は
、

①
「
男
性
職
員
に
よ
る

盗
撮
事
件
に
関
与
し

た
議
員
は
誰
か
」

②
「
道
の
駅
で
古
米
を

新
米
と
偽
っ
て
、
販

売
し
た
と
い
う
真
相
」

③
「
社
会
福
祉
協
議
会

の
市
議
会
代
表
理
事

で
あ
り
な
が
ら
、
無

断
欠
席
を
繰
り
返
す

返
す
行
為
」

④
古
河
市
議
会
議
員
一

般
選
挙
の
「
公
約
」

の
真
偽
に
つ
い
て
。

の
４
つ
の
問
題
に
い
て

の
真
偽
解
明
で
す
。

百
条
委
員
会
は
、
真

相
解
明
に
向
け
て
、
左

記
の
４
人
に
証
人
出
頭

を
要
請
し
ま
し
た
。

道
の
駅
駅
長
の
滝
誠
吾

氏
、
市
観
光
交
流
課
課

長
の
土
堂
文
雄
氏
、
社

会
福
祉
協
議
会
理
事
長

の
宇
津
木
誠
一
氏
に
加

え
て
黒
川
輝
男
証
人
の

４
人
で
す
。

黒
川
輝
男
証
人
に
対

し
て
、
議
会
全
員
協
議

会
で
「
こ
の
な
か
の
議

員
が
、
担
当
課
に
出
向

い
て
、
勤
務
時
間
中
の

職
員
に
対
し
、
な
ぜ
職

員
を
休
ま
せ
て
い
る
の

か
」
、
「
職
員
は
、
加
害

者
の
後
ろ
に
議
員
の
影
、

圧
力
の
よ
う
な
も
の
を

感
じ
て
、
お
そ
ら
く
処

分
は
甘
く
な
る
と
思
っ

た
」
と
発
言
し
た
。

４
人
の
委
員
が
、
こ

の
「
担
当
課
に
出
向
い

た
議
員
は
誰
か
、
議
員

名
を
明
ら
か
に
す
る
よ

う
」
尋
問
し
ま
し
た
。

黒
川
輝
男
証
人
は
、

当
初
「
被
害
者
の
父
親

か
ら
、
そ
の
議
員
の
名

前
を
聞
い
て
る
。
基
本

的
人
権
、
そ
の
家
族
の

こ
と
を
考
え
申
し
上
げ

な
い
ほ
う
が
い
い
」
と
、

証
言
を
拒
み
ま
し
た
。

「
出
向
い
た
議
員
は
い

な
い
。
つ
く
り
話
の
嘘
」

で
な

い
か

の
尋

問
に

「
被
害
者
本
人
か
ら
聞
い

た
ら
い
い
」
と
、
議
員

名
に
つ
い
て
の
証
言
を

拒
否
し
ま
し
た
。

滝
誠
吾
駅
長
に
「
平

成
26
年
６
月
13
日
当
時
、

道
の
駅
で
古
米
を
新
米

と
偽
っ
て
販
売
し
た
か
」、

「
し
み
だ
ら
け
の
バ
ナ
ナ

を
販
売
の
事
実
、
ま
た

ク
レ
ー
ム
が
あ
っ
た
か
」

の
秋
庭
委
員
他
２
人
の

委
員
が
尋
問
し
ま
し
た
。

滝
誠
吾
駅
長
は
「
全

く
そ
の
よ
う
な
事
実
は

な
い
。
熟
し
た
バ
ナ
ナ

は
、
２
つ
ま
と
め
て
別

の
棚
に
半
額
で
販
売
。

ク
レ
ー
ム
は
な
い
」
と

証
言
。
ま
た
、
担
当
課

長
は
「
そ
う
い
っ
た
事

実
の
把
握
は
な
い
」
と

証
言
し
ま
し
た
。

黒
川
輝
男
議
員
は
、

議
会
代
表
理
事
で
あ
り

な
が
ら
、
「
無
断
欠
席
を

続
け
て
い
る
」
に
つ
い

て
、
秋
庭
委
員
が
証
人

に
尋
問
を
行
い
ま
し
た
。

宇
津
木
誠
一
証
人
は
、

「
委
員
各
位
に
は
、
職
員

が
直
接
議
案
書
を
届
け

て
い
る
。
欠
席
の
連
絡

は
な
く
平
成
25
年
３
月

～
平
成
26
年

10
月
ま
で
、

計
６
回
連
続
し
て
無
断

欠
席
で
あ
る
」
と
証
言
。

改
め
て
無
断
欠
席
が

明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

黒
川
輝
男
証
人
は
、

選
挙
公
報
で
「
報
酬
の

引
き
下
げ
を
進
め
ま
す
。

ま
ず
は
自
分
か
ら
、
報

酬
３
分
の
Ⅰ
を
カ
ッ
ト

し
、
供
託
し
ま
す
。
任

期
満
了
後
、
市
に
返
し

ま
す
」
と
公
約
し
ま
し

た
。
こ
の
公
約
に
つ
い

て
、
秋
庭
委
員
他
４
人

の
委
員
が
尋
問
を
行
い

ま
し
た
。

黒

川
輝

男
証

人
は

「
当
選
後
、
供
託
で
き
な

い
こ
と
が
解
り
、
支
持

者
（
後
援
会
代
表
）
に

謝
罪
、
被
災
地
支
援
に

回
し
た
」
と
証
言
。

秋
庭
委
員
は
、
自
ら

発
行
し
た
『
黒
川
輝
男

の
決
意
！
議
員
は
、
在

職
中
の
報
酬
返
還
や
選

挙
区
内
へ
の
寄
付
行
為

が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
』

と
書
い
て
い
る
。

『
初
め
か
ら
「
供
託
も
寄

付
」
も
で
き
な
い
こ
と

を
知
っ
て
い
た
。

選
挙
公
報
や
政
策
ビ

ラ
は
、
市
民
を
惑
わ
し
、

ダ
マ
し
、
ウ
ソ
を
つ
い

た
こ
と
に
な
る
』
と
、

追
求
し
ま
し
た
。
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証言拒否・偽証は、禁錮・罰金刑
盗
撮
事
件
、
道
の
駅
、
無
断
欠
席
、

選
挙
公
報
の
真
相
解
明

盗
撮
事
件
に
関
与
の

議
員
は
誰
か

尋
問
に
応
え
ず

被
害
者
に
聞
け

議
会
代
表
が

無
断
欠
席

道
の
駅
で
「
古
米
」
の

販
売
は
な
か
っ
た

議
員
報
酬
を
供
託

市
に
返
す
は

ウ
ソ
だ
っ
た

（
百
条
委
員
会
）

古
河
市
議
会
は

３
月
27
日
、
議
会

最
終
日
に
医
療
費

助
成
対
象
を
18
歳

～
20
歳
ま
で
の
学

生
に
拡
大
（
所
得

制
限
）
す
る
条
例

の
一
部
改
正
を
含

む
63
件
を
可
決
し

閉
会
し
ま
し
た
。

今
議
会
で
は
、

針
谷
力
議
員
と
黒
川
輝
男
議
員

に
対
し
、
辞
職
勧
告
決
議
を
採

択
し
ま
し
た
。
ま
た
、
黒
川
輝

男
議
員
は
「
宣
誓
」
に
反
し
、

「
出
向
い
た
議
員
名
」
を
明
ら
か

に
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。

黒
川
輝
男
議
員
の
一
連
の
発

言
は
、
つ
く
り
話
の
疑
い
も
あ

り
、
古
河
市
議
会
と
し
て
地
方

自
治
法
に
基
づ
く
刑
事
告
発
の

決
議
も
採
択
を
し
た
。

証言拒否、偽証で
古河市議会が告発


